
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度 事業報告書

特定非営利活動法人 中国帰国者 。日中友好の会
1.事業の成果

・新型コロナのために、設けられた行動制限が大幅に緩和されたので、各教室が再開し、大型イベン トも開催できた。日中国交正常化50

周年を記念 して、コンサー トを行い、約 300名 の来賓が参加された。
・社会福祉相談事業の相談窓口は休まずに、運営していた。帰国者だけではなく、一般の在日中国人からも相談され、様々な問題の解決
に努めた。
・餃子工房は引き続き帰国者に職能開発の場を提供 した。

2事業の実施に関する事項

に の 用 円

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【  0】 千円)

(¬ (

定款に記載 された事業

名
事 業 内 容

施

時

実

日

施

所

実

場

従 事

者 の

人数

受益対象者範囲
受益対象

者人数

事業費の金額

(千円)

①支援相談窓口の設置
2022年 4月

2023年 3月
事務室 7人 帰国者等延ベ 80人

②弁護士による無料相談
2022今 14月 ～

2023年 3月

事務室・弁護

士事務所

6人会員。一般人

8人

1)中 国残留邦人等の

社会福祉支援、職業能

力開発、人権擁護事業

社会福祉事業

Э餃子の製造、販売
2022自三4月

2023年 3月

本会餃子工

房・他
7人帰国者及び2.3世

延べ約 50

人

3,439

Э日本語教室(水、金)

②パソコン教室(金 )

2022年 7月 本会lF教室 13人
帰国者、配偶者

及び2、 3世

延ベ

約60人

Э中国語教室(土 ) 未実施

④日本舞踊 I(月 )

Э楽器 (火 )

⑥音楽教室(水 )

Э日本舞踊Ⅱ(水 )

③健身舞踊(木 )

2022年 4月 ～

2023年 3月

浅草区民館・

社会教育センター

寿区民館

本会活動室台

東1丁 目区民館

20人
帰国者や二世、一

般人など
延べ200人

2)社会教育、文化・

芸術又はスポーツ交流、

日中友好。平和推進事

業社会教育事業

Э会報「家園」2回発行 2022.4´ヽ2023.3 本会事務室 9人 会員と一般人 約300人

3,420

3)介護福祉サービス

事業

Э介護保険法に基づく居宅

サービス事業

②介護保険法に基づく介護

予防サービス事業

Э介護保険法に基づく居宅

介護支援事業

④介護保険法に基づく地域

密着型サービス事業

(5)介護保険法に基づく地域

密着型介護予防サービス事業

⑥介護保険法に基づく介護

予防。日常生活支援総合事業

Э障害者総合支援法に基づく

障害福祉サービス事業

⑧上記事業にかかわる研修生

の受け入れ事業

未実施

事業名 事 業 内 容
施

時

実

日

施

所

実

場

従事者

の人数

受益対象者

範囲

受益対

象者人

数

事業費の金額

(千 円)

な し



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和4年度 活動計算書 (そ の他事業が上登場合 )

事 業 報 告 用

人 友好の会

賛助会員受取会費

施設など受入評価益

31,120,000
0

144,000

社会教育・文化 。芸術又はスポーツ交流、日中友好・平和推進事業収益

介護福祉事業収益

発

559

法

福利厚生費
雑給

固定資産除去損

会議

リース料

保険料
地代家賃
車両費
雑費
特別損失
広告宣伝費

旅費交通費
減価償却費
通信運搬費
衛生費
租税公課
消耗品費
交際費

水道光熱費
新聞図書費
管理諸費
支払手数料
修繕費
材料費
賃借料

-37 500

182,186

560,854
11,213

49,722
9,128

61,417
126,508

565,100

雑給

福利厚生費
賞与

954
124

7,440

200,540

受取補助金

収  益 計 31.825,

経 常 費 用

弄業替

|

6,742
875

2,178,820
52,560

2,238,991

6,860,531

9.099.52(
差ｉｌｌｌ

″

・

１
‐・計一者

|

¬

法定福利費



旅費交通費
減価償却費
通信運搬費
事務用品費
租税公課
消耗品費
交際費
リース料
水道光熱費
新聞図書費
管理諸費
支払手数料
修繕費
会議費
地代家賃
衛生費
雑費

20,853
12,710

22,567
0

0

29,746
0

25,789
79,390
1,587

359,038
1,185

744

0

499,487
0

0

092

A B 21.460.187

固定資産売却益
受取還付金

0

40

40

固定資産売却損

C

(1)― 21.460.22/

法人税、住民税及び事業税  ・

前期繰越正味財産額  ・・・⑤
④ 90,800

40,876,561
: 正 ) 62.245.981



書式第15号 (法 第28条 関係)

科
Ｅ

Ｆ 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

餃子未収金

介護未収入金

棚卸資産

前払い金

部門間取引

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

建物附属世設備

車両・運搬具

工具器具・備品

リサイクル預託金

保証金

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

仮受金

預 り金

部門間取引

未払い費用

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

61,322,425

0

0

209,290

326,250

18,075,767

0

9,205

18,075,767

270,918

79,933,732

601 878

18,355,890

668,146

18,355,890

40,876,561

21,369,427

62,245,988

80,601,878

令和4年度  貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 中国帰国者 日中友好の会

(単位 :円 )

特定非営利活動法人中国帰国者 。日中友好の会

理事  池田澄江

上記は貸借対照表に相違ない。



書式第 16号 (法第 28条関係)

令和2年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 中国帰国者 。日中友好の会

1重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO会 計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人会計基準協議会)に よつています

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料・仕掛品・商品…移動平均法による原価法
商品 。貯蔵…総平均法による原価法

② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産税及び什器備品の減価償却は定率法或いは定額法により償却 しています

③ 事業費と管理費の按分方法
・事業費のみに使用 した経費と管理費のみに使用 した経費の割合によって、それぞれの経費を按分 しています
。人件費 (給料手当、雑給、賞与、法定福利費、福利厚生費)な ど共通費用については、事業費に按分された費用にさらに事業別に

配分を行つている。

(1)中国残留邦人等の社会福祉支援、職業能力開発、人権擁護事業 60%
配分割合 :  (内訳は中国残留邦人等の社会福祉支援、人権擁護事業  30%、 職業能力開発 30%)

(2)社会教育、文化・芸術又はスポーツ交流、日中友好・平和推進事業 40%
(3)介護福祉サー ビス事業 0%

2事業別損益の状況

科 目 社会福祉支援・職業能力開発 。人権擁護事業

社会福祉       職能開発

社会教育、文化・芸術又はスポーツ
交流、日中友好・平和推進事業

介護福祉|― ビス

事業
事業部門計 管理部門計 合計

I経常収益

0 329,402

144,000 144,000

329,402

232,000

31,120,000

559

232,000

31,120,000

144,000

329,402

559

31,825,961

1.受 取会費

2.受取寄付金

3.受取助成金

4.事業収益

5そ の他の収益

経 5そ の他の収益

Ⅱ経常費用

1.人件費

雑給

法定福利費

賞与

福利厚生費

人件費計

1,187,116 425,016

2,023

15,768

263

443,070

2 02 3

15,768

263

1,205,170

566,688

2,696

21,024

349

590,757

0

0

2,178,820

6,742

52,560

875

2,238,997

200,540

954

7,440

124

209,058

2,379,360

7,696

60,000

999

2,448,055

ー
1租税公凛

1消嬌品費

1賃燿■1

1旅癸交通彙

「

――‐―――――――…̈
1通信運搬貴

5=扉
「

~~~

1水道光熱贅

1新関図■■

1管理饉★

1型重型 ____
1滅価償却費

1修綸責

「

~~~~~~~~~~‐ ~
1会議賣

仄言三三
~~~

1科屋材料贅
ド~~~~~~~~~
1地代察螢

¨
期末期菫菫

工正三三二
その他の■月■

8,672 8,673

84

64,063

0

137,435

117,572

54,656

168,256

3,364

14,917

2,940

26,935

56,577

0

Q■_9冬 1

01

173,309
|

47 827

54,656

168,256

3,364 I

14,916

2,511

26,935

1,577

0

0

0

l
0

126,508

1,058,591

0

0

-37,500

13,000

1,623,657 1,816,071

21 563

0

88 296

565 100

514,646

72 874

224,342

485

19,889

3 677

35,914

263

2,790

1, 411 455

080

3,420,8031

228,908

84

215,402

565,100

825,390

374,828

182,186

560,854

11,213

49,722

9,128

89,784

61,417

2,790

0

126,508

3,528,637

0

0

-37,500

66,080

6,860,531

4,092

0

29,746

0

20,853

22,567

25,789

79,390

587

359,038

185

12,710

233,000

84

245,148

565,100

846,243

397,395

207,975

640,244

12,800

408,760

10,313

102,494

62,161

2,790

0

126,508

4,028,124

10,000

0

△ 37,500

66,080

7,917,719

744

499,487

1,057,188

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一

一

(

(



3施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 (単位 :円 )

内容 金額 算定方法

事務所の無償利用

4使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。

当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

5固

6借入金の増減内訳 (単位 :円 )

当期減少額 期末残高 備 考内容 期首残高 当期増加額

な し

合計

科目

有形固定資産

車両・運搬具

什器備品

敷金

リサイクル預託金

期首取得価額

770,635

0

5

0

0

0

取得 期末帳簿価額

科目

長期借入金

合計

期首残高 当期借入 当期返済



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和4年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 中国帰国者・日中友好の会

令 釉 ′|ヽ 計 計

現金預金

手元現金

三菱東京UFJ銀 座通支店 (NPO)

郵便振替 口座 ゆうちょ銀行 (NPO)

三菱東京UFJ銀 座通支店 (事業)

郵便振替 口座 ゆうちょ銀行 (事業)

三菱東京UFJ銀 座通支店 (介護 )

未収金

中国残留邦人等の社会福祉支援、職業能力開発、人権擁護事業
介護福祉サービス事業

棚卸資産

製品在庫

貯蓄品

前払い金

事業用車両

什器備品
急速凍結庫など

建物附属設備
内装など

リサイクル預託金
保証金

57,590
45,063,131

1,853,336

408,772

1,353,787

12,585,809
322 425

0

0

62,000
147,290

326,250

0

668,141

0

0

0

【A】 資 産 合 計 ①+② 62,526,111

B一

未払金
アルバイ ト給与
アルバイ ト交通費
交流事業未払い交通費
消耗品
電気料金
社会福祉事業未払い給与・交通費

135,000
11,860
8,480
1,200

50,986

預り金
源泉徴収税 9,205

仮受金
0

退職給付引当金
職員

【B― ¬】負 債 合 計 ③+④

0

280,123

0

280,123

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 62,245,988



書式第 18号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 年間役員名簿

令和4年 4月 1日 から令和5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 中国帰国者 。日中友好の会

役  名 氏    名 就任期間
報酬を受けた

期  間

理 事

理 事

理事

理事

理 事

イケダ スミエ
池 田 澄 江

ウツノ ミヤタカヨシ

宇 都 宮 孝 良

ミヤザキヨシフミ

宮 崎 慶 文

カワムラタダシ

河 村 忠志

ンラヤマメイ トク

白 山 明 徳

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶

缶

缶

缶

理 事

理 事

理事

理 事

理 事

カノウクニヒロ

過能 国弘

タカハシヒデヤ

高 橋 秀 哉

オ ノテ ラ トシタカ

小 野 寺利 孝

ヤスハ ラユキ ヒコ

安 原 幸 彦

ソ各
ラ
澤∵

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶

缶

毎

缶

理 事

理事

理 事

マ ツモ トリエ

松 本 莉 恵

サ トウレイコ

佐藤麗子

スズキシズコ

鈴木静子

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶

缶



理 事

理 事

トリウミジュン

鳥 海 準

ツナンマノブアキ

綱 島 延 明

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

ンミズヒロシ

清水 洋

マツ ダ コウヘイ

松 田耕 平

オオ タ

大 田
ノボル

目
チヤ

ナカムラ  ヒロシ

中 村  広

オウ
王

カイ リン

懐 林

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶

缶

缶

缶

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

ムラマ ツ ミドリ

村 松 緑

ヒラサワ

平 沢
チ エ コ

千恵子

オ ノタカスケ

小野 隆 輔

ナリカワリョウコ

成 川 良 子

ヨシオカタカユキ

吉 岡 孝 行

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶

缶

缶

缶

監事

監事

カワイ ヒロユキ

河 合 弘 之

タカハシ

高 橋 カツ

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

R4年 4月 1日

～ R5年 3月 31日

缶

缶



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

社員の うち10人以上の者の名簿

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 中国帰国者 。日中友好の会

氏    名

1 池 田澄江

2 宇都官孝良

3 宮崎慶文

4 河村忠志

5 白山明徳

6 大田 昇

7 平沢千恵子

8 安原幸彦

9 成川良子

10 米倉洋子

11 小野隆輔

12


